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■ フォーラムの趣旨
　インクルーシブ教育は、障害児教育に関する施策のひとつであ
るが、同時に、社会的・経済的格差、民族・人種・文化・宗教等
の差異がもたらす差別の軽減・解消をめざし、不利益な立場にあ
る人々の自立および社会への完全参加を、教育・学校の改革によっ
て実現しようとする教育・社会理念とも捉えられる。 
　日本では、障害のある子どもに特別支援学校だけではなく多様
な学びの場を提供する施策が試みられてきた。その他の特別な
ニーズを持つ子ども、例えば数年しか日本に滞在しない予定の外
国籍労働者の子どもたち、家庭や経済的事情により学業に困難を
伴う子どもたち等は、対応されなかったわけではないが、教育の
メインストリームの周辺課題とされてきた。グローバル化により
ますます増加する子どもの多様なニーズに応えるためには、教育
全般の課題として捉えない限り、この問題は根本的に解決しない
のではないか。 
　教育が新自由主義や市場原理の波に巻き込まれ、競争的学力向
上を目指す傾向にある中、果たしてインクルーシブ教育は実現で
きるのだろうか。さらに言えば、社会が障害や人種・文化的差異
をどのように構成し対応していくかという国の文化が変わらない
限り、実現は難しいのではないか。実際、日本のみならず、ほと
んどの国がインクルーシブ教育の実現に当たってさまざまな困難
に直面している。 
　本フォーラムでは、インクルーシブ教育の実現に向けて、障害
のある子どもや外国籍の子どもへの支援の実情を踏まえながら、
日本の教育がこれから子どもの差異と多様性をどう捉え、権利の
保障、多様性の尊重、学習活動への参加の保障にどのように向き
合うべきかについて考えたい。
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SGRAとは
SGRA は、世界各国から渡日し長い留学生活を経て日本の大学
院から博士号を取得した知日派外国人研究者が中心となって、個
人や組織がグローバル化にたちむかうための方針や戦略をたてる
時に役立つような研究、問題解決の提言を行い、その成果をフォー
ラム、レポート、ホームページ等の方法で、広く社会に発信して
います。研究テーマごとに、多分野多国籍の研究者が研究チーム
を編成し、広汎な知恵とネットワークを結集して、多面的なデー
タから分析・考察して研究を行います。SGRA は、ある一定の
専門家ではなく、広く社会全般を対象に、幅広い研究領域を包括
した国際的かつ学際的な活動を狙いとしています。良き地球市民
の実現に貢献することが SGRA の基本的な目標です。詳細はホー
ムページ（www.aisf.or.jp/sgra/）をご覧ください。

SGRAかわらばん
SGRA フォーラム等のお知らせと、世界各地からの SGRA 会
員のエッセイを、毎週木曜日に電子メールで配信しています。
SGRA かわらばんは、どなたにも無料でご購読いただけます。購
読ご希望の方は、ホームページから自動登録していただけます。 
http://www.aisf.or.jp/sgra/
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第 46 回  SGRA フォーラム

インクルーシブ教育：
子どもの多様なニーズにどう応えるか

 日 時 2014年1月25日（土）13:30～14:30
 会 場 東京国際フォーラムガラス棟G610会議室

	 13:30-13:40	 司会/コーディネータ：権明愛（十文字学園女子大学人間生活学部講師）

  挨拶：今西淳子（SGRA代表）

	 13:40-14:20	 【基調講演】

	 	 インクルーシブ教育の実現に向けて	 6

  荒川 智（茨城大学教育学部教授）

   　インクルーシブ教育とは、教育における排除をなくし、学習活動への参加を平等に
保障するための改革プロセスである。それは障害のある人だけを念頭に置くもので
も、また単純に特別学校をなくすことでもない。文化・言語・民族的マイノリティや
ジェンダー、貧困などの問題も踏まえて、すべての学習者の多様なニーズに応えられ
るように、何よりも、通常の教育のカリキュラムや指導法、学校組織のあり方を問い
直すものである。そのためには、障害者教育や多文化教育などで蓄積された専門性も
不可欠である。

   　今日の世界的な動向を見ると、障害生徒の就学をめぐるイデオロギー的な論争か
ら、インクルーシブな授業づくり、学校づくり、地域づくりに向けた取り組みへと、
着実にシフトしている。しかし他方で、競争的学力向上政策や財政難による人的物的
リソース不足が、インクルーシブ教育の理念や施策との間で矛盾を深めており、前途
は楽観できない。

   　インクルーシブ教育はすべての人の全面的な発達を目指している。発達とは単に
個々人の能力や技能が向上するという狭い意味ではなく、社会の持続的発展に参加
し、貢献し、その成果を享受することによって、価値ある生き方を選択する力を獲得
することでもある。いわゆるケイパビリティ・アプローチの視点から発達と教育を捉
え直すことが、インクルーシブ教育を実現する上で重要な鍵となると考える。

プログラム
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	 14:20-14:40	 【報告1】

		 	 障害のある子どもへの支援	 16

  上原芳枝（特定非営利活動法人リソースセンター one 代表理事） 

   　平成20年度より特別支援教育が本格実施となり、通常級に在籍する発達障害のあ
る子どもや集団適応や学習に困難を示す子どもなど、サポート対象が広がることと
なった。しかし、一斉授業が中心の通常級において、他の子と違う状態を示す子ども
の支援は容易ではなく、特に集団適応に困難を示す子が複数在籍するクラスでは学級
崩壊に至ることも少なくない。また、支援の充実度においては地域差、学校差は極め
て大きい。 

   　これらの子どもたちは、基本的に知的障害はないが発達に偏りがあり、他児に比べ
2～4年程度遅れて育つ部分があり、適切な対応があれば小学校4年生位までには個
性の範疇となる子も多い。従って、他児との違いが目立つ幼児期から小学校4年生位
までを1スパンと考え、4年生位までに他児と同じような状態にゆるやかに軟着陸さ
せる “軟着陸プラン” は無理なく子どもを伸ばすために有効である。“軟着陸プラン”
は、子どもの不適切な言動について脳機能の視点による「要因」を考え、その「要
因」をふまえたハードル設定や対応を提供するものであり、個別指導計画立案のもと
に実施することで効果的に展開できる。 

   　本報告では、発達支援アドバイザーとして、幼稚園、小学校と一貫して担当してい
る地域において、本人、他児、教師、保護者が大きな負担を負うことなく学校生活を
送ることをめざし、“軟着陸プラン” の実施で該当児を概ね4年生までに特別支援の対
象から外していこうとする支援体制を紹介する。 

	 	14:40-14:50	 【指定討論】

	 	 ヴィラーグ ヴィクトル（日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士課程） 

	 14:50-15:05 【休憩】

	 15:05-15:25	 【報告2】

	 	 学校教育からはみ出た外国につながりを持つ	
	 	 子どもたちに寄り添って		 23

  中村ノーマン（多文化活動連絡協議会代表）

   　日本語で学習する場である学校の教室で、学習できずに悶々とした日々を過ごして
いる子どもたちがいます。学校教育からはみ出た外国につながりを持つ子どもたちで
す。日本語で学習ができないという障害を抱えながらも学校に通います。子どもたち
の来日時期はさまざまですし、日本で生まれても学校の教室で日本語による学習を重
ねられません。 

   　外国につながりを持つ子どもの家庭は、日本人の家庭と異なります。学校教育が想
定している教育の対象は、日本語で会話をし「日本の文化」を持っている家庭環境の
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子どもたちが前提となっています。したがって日本の学校は、そのような背景を持た
ない子どもに対する日本語教育のシステムが整っていない状況です。また、教師養成
の課程で日本語を教える技量を教員が有さない。日本語で学習できない、日本人と異
なる文化の子どもたちに対応するすべがわからない。しかし、この問題と社会への影
響を理解している人は非常に少ないので、解決に向かっていかない。子どもは、道具
としての日本語会話が身についても、その能力は日本語で学習するほどの力ではあり
ません。良く話せる子どもが学習できないのは、学習言語を身につける家庭内の訓練
が不足しているからです。日本人の中の多様性を受容する文化が育てば、外国につな
がりを持つ人が尊重されやすくなるが、均質な社会を維持する力の方が強いのです。 

   　私は、地域からの提案をしています。学習する中で、多様性を尊重、学習する権利
を保障することは、多くの個別な対応を認めることです。また、多様性を受容するに
は、環境を構築できる人材を積極的に学校に入れる勇気が必要です。外国にルーツを
持ち、多様性を高めることができる教員を増員し、創造的な職員会議、多様な意見を
引き出せる学級会の実現を目指したい。しかし、これが上手くいくためには、社会問
題としての認知は必須事項です。 

	 15:25-15:35	 【指定討論】

  崔 佳英（東京大学大学院総合文化研究科博士課程） 

	 15:35-16:20	 オープンフォーラム	 42

  進行：権明愛（十文字学園女子大学人間生活学部講師） 

  討論者：上記報告者 

	 16:20-16:30	 閉会の辞：嶋津忠廣（SGRA運営委員長） 
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第 46 回  SGRA フォーラム インクルーシブ教育：子どもの多様なニーズにどう応えるか

インクルーシブ教育の	
実現に向けて
荒川 智
茨城大学教育学部教授

茨城大学の荒川です。インクルーシブ教育をテーマにしているので、こういう
話をさせていただく機会を頂き、誠にありがとうございます。とはいえ、先ほど
もありましたが、障害をテーマにするのは初めてということなので、皆さんの
ニーズとうまくマッチできるかどうか、少し不安がありますが、どうぞよろしく
お願いします。

インクルーシブ教育という言葉を初めて聞くという方はいらっしゃいます
か。やはり結構いらっしゃいますね。実は、障害者の権利に関する条約が国連
で2006年に採択されました。そして、先日の国会で、ようやく日本でもこの条
約を批准することが決まりました。障害者権利条約の中では、特に教育に関して
インクルーシブな教育システムを築くことがうたわれています。インクルーシブ
教育は日本語にしづらいというお話がありましたが、確かに政府による条約の日
本語訳では、「障害者を包容する教育」という何かよく分からない言い方なので
す。ですので、変に無理に訳すよりは、インクルーシブ教育と言った方が分かり
やすいのではないかということで、今は既に文科省などではインクルーシブ教育
という言葉が普通に使われるようになってきています。恐らく、障害のある子ど
もの教育のこれからの基本的な方向として、これは定着していくと思います。

そうはいっても、「インクルーシブ教育とは何だ」という人が多いのではない
かと思います。よく「障害のある子と障害のない子が共に学び共に育つ教育」と
いう説明がなされます。ある意味では分かりやすいのですが、果たして本当にそ
れでいいのでしょうか。その辺のお話を今日はしていくことになるのですが、特
に障害のある子と障害のない子が共に学ぶということは、最近になって言われは
じめたことではなく、もう半世紀近く前から「インテグレーション（統合教育）」
という言葉でいろいろと議論されてきました。また、欧米諸国では、実際にイン
テグレーションが教育政策の中に位置付けられていた経緯があります。では、そ
れとどう違うのか、なぜ違う言葉が出てきたのか、そのあたりはあまりきちんと
説明されていないように思います。

あるいは、最近は少なくなってきていると思いますが、インクルーシブ教育と

基調講演
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インクルーシブ教育の実現に向けて	 荒川 智

いう言葉が使われはじめたころ、特に特別支援教育の関係者には、特別支援教育
を否定するものや対立するものではないかという捉え方をする人も結構多かった
と思います。特別支援教育関係者もそうですし、特別支援教育そのものに非常に
批判的な人、すなわち特別支援学校のような特別な学校・学級に対して批判的な
人も、やはり同じような捉え方をしていたのではないかと思います。

一方で、日本ではインクルーシブ教育が進んでいるかどうかというと、その辺
もよく分かりません。例えば、交流及び共同学習といった施策が進められていま
すが、その一方で、特別支援教育対象の子どもがどんどん増えています。その辺
をどのように捉えたらいいかというと、それはなかなか難しいのです。

１．障害者権利条約と教育条項
その辺のことを念頭に置いて、まず、障害者権利条約ではどういうことが言わ

れているのかを見ていきたいと思います。
条約全体を貫く重要な理念・原則はいろいろあるのですが、まず「平等を基礎

とした権利」の保障と「障害に基づく差別」の禁止がうたわれており、そのため
の新しい概念があります。形式的に権利が与えられても、実際のところ、これま
で障害のある人はいろいろな差別を受けてきました。本当に実質的に平等に権利
を保障するために用意されたのが、地域社会での自立した生活、インクルージョ
ンといった新しい概念です。それから「合理的配慮」はリーズナブル・アコモ
デーションが原語ですが、その人ごとに必要な、いろいろな環境の調整や変更を
行ったりするようなことで、これも新しい概念として組み込まれています。この

「合理的配慮」の否定も差別だというところが、非常に重要になります。
インクルージョンについては、特に「社会への完全かつ効果的な参加及びイ

ンクルージョン」という言い方がされています。「参加」と「インクルージョン」
は表裏の関係にあると考えられており、障害者の側からすれば社会に参加する、
社会の側からすれば、あえて日本語にすると「包摂」という言葉がよく使われる
のではないかと思いますが、障害者を包摂するということです。包摂とは「排
除」に対する言い方ですが、エクスクルージョンに対するインクルージョンとい
うことで、そういう言葉も当てられています。それから、「差異の尊重や障害者
の多様性の承認」として、画一的平等ではなく、障害を人間の多様性の一環とし
て捉えるという考え方が打ち出されています。

その他に、リハビリテーション等の保障やレクリエーション・スポーツへの参
加なども重要な原則とされています。

こうした中で、教育条項の第24条では、「締約国は（中略）、あらゆる段階の
インクルーシブな教育制度及び生涯学習を確保する」とし、その目的を「人間の
潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人
権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化する」こと、それから「人格、才
能及び創造力をその可能な最大限度まで発達させること」としています。

第2項では、さらに次のことを確保することが言われています。まず「障害者
が障害に基づいて一般教育制度（general education system）から排除されない
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第 46 回  SGRA フォーラム インクルーシブ教育：子どもの多様なニーズにどう応えるか

こと」ですが、この一般教育制度とは何かということがまた議論になります。そ
れから、障害者が「自己の生活する地域社会において、インクルーシブな、質
が高く、かつ、無償の初等教育及び中等教育にアクセスできること」「個人に必
要とされる合理的配慮が提供されること」「必要な支援を一般教育制度の下で受
けること」、また、その一方で「発達を最大にする環境において、完全なインク
ルージョン（full inclusion）という目標（goal）に合致する効果的で個別化され
た支援措置がとられること」などが述べられています。

以下3～5項において、点字、手話等のコミュニケーション手段の習得の保障
や、点字や手話の能力のある教員の雇用などについて規定されています。この点
については、今日は省略したいと思います。

	 

1　締約国は、教育についての障害のある人の権利を認める。締約国は、

この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するた

め、あらゆる段階のインクルーシブな教育制度及び生涯学習を確保

する。当該教育制度及び生涯学習は次のことを目的とする。	 

（a）人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分

に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強

化すること。	 

（b）障害者が、その精神的及び身体的な能力のみならず、人格、才能

及び創造力をその可能な最大限度まで発達させること。 	 

2　締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。	 

（a）障害者が障害に基づいて一般教育制度（general	 education	 

system）から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づい

て無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されない

こと。	 

（b）障害者が、他の者との平等を基礎にして、自己の生活する地域社

会において、インクルーシブな、質が高く、かつ、無償の初等教育

及び中等教育にアクセスできること。	 

（c）個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。	 

（d）障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一

般教育制度の下で受けること。	 

（e）学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全なイン

クルージョン（full	 inclusion）という目標（goal）に合致する効

果的で個別化された支援措置がとられることを確保すること。	 

	 

＊以下３～５項において、点字、手話等のコミュニケーション手段の

習得の保障、点字や手話の能力のある教員の雇用などについて規定	 
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実は、今の条約の規定の解釈をめぐり、幾つかの問題があります。例えば一般
教育制度から排除されないという規定がありましたが、一般教育制度に日本で言
う特別支援学校（スペシャル・スクール）が含まれるかどうかによって、話が随
分違ってくるのです。それから、最後の方にあった「発達を最大にする環境」に
おける「完全なインクルージョンの目標に合致する」とはどういう意味なのかと
いうことです。特に、特別支援教育の関係者の間では、結局、将来的には特別学
校をなくしてしまうということだろうかといった疑問も出されています。

一般教育制度をめぐっては、イギリス政府が条約を批准する際に、イギリスに
おける一般教育制度はメインストリーム校（通常の学校）とスペシャル・スクー
ル（特別学校）の両方を含むという解釈を出しています。それを受けて日本の文
科省も、general education systemには特別支援学校が含まれるという見解を出
しています。

ただ、このように解釈してしまうと、今度は、では今と何が違うのか、あるい
は、結局何も変えなくてもいいということになってしまわないかといった疑問が
出てきます。私は、特別支援学校が含まれようと、除外されようと、どちらでも
いいと思っています。どのように解釈するにしても、障害者権利条約は特別支援
学校のような特別な場を否定するものではなく、同時に、特別支援学校で教育し
ていけばそれでいいと言っているものでもありません。「発達を最大にする環境」
とは特別支援学校のようなものが想定されていますし、一方で、自分の住む地域
社会でのインクルーシブな教育にアクセスすることも求められているのです。ど
う解釈するかによって政策がぶれてしまわないことが大事ではないかと思います。
「完全なインクルージョンの目標」は英語で「フル・インクルージョン」と言い
ますが、確かにスペシャル・スクールを全部否定して、地域の学校で教育すると
いう考え方を表す言葉としても使われています。ただし、先ほど紹介した条約に
は「社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン」、つまり、社会への
フル・インクルージョンという重要な原則が掲げられています。私は、そのよう
な文脈であれば、例えば特別支援学校で教育する場合であっても、社会への完全
なインクルージョンという目標にしっかりとかなう形での支援をしなければいけ
ないという意味合いで捉えるべきであり、それが「発達を最大にする環境」であ
ると考えています。

しかし、障害者権利条約ですから、当然、障害のある子どもたちの教育のこと
を想定しているのですが、そもそもインクルーシブ教育は障害のある子どもの教
育だけの問題なのでしょうか。

２．インクルーシブ教育とは
ここで目を転じて、今度はユネスコの文書を見てみたいと思います。ユネスコ

は2005年に「インクルージョンのためのガイドライン」を出しています。その中
で「インクルージョンは、学習、文化、コミュニティへの参加を促進し、教育に
おける、そして教育からの排除をなくしていくことを通して、すべての学習者の
ニーズの多様性に着目し対応するプロセスとしてみなされる」と言っています。
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つまり、インクルーシブ教育のキー概念は、学習等への参加、参加を促進し排
除をなくすことと、多様性に着目し、対応することです。このことは、学習者の
差異や多様性は、教授・学習上の問題としてではなく、学習を豊かにする機会と
して捉えるべきものだということです。日本ではよく、子どもたちの個人差が大
きいと教育しづらくなってくるという捉え方が多いのですが、実は差異や多様性
は学習を豊かにするものなのです。排除されてきた、また排除される学習者に焦
点を当てつつも全ての学習者を対象とするものがインクルーシブ教育であると捉
えられています。つまり、障害のある子どもと障害のない子どもという二分法的
な考え方自体が適切ではないということです。

ユネスコの文章をもう少し見てみますと、こんな言い方をしています。「イン
クルージョンは、フォーマル、インフォーマルな教育環境における学習ニーズの
幅広いスペクトラムへの適切な対応を提供することに関係する。一部の学習者を
如何にメインストリームの教育に統合するかという周辺的な課題であるよりも、
むしろインクルーシブ教育は、教育システムやその他の学習環境を学習者の多様
性に対応するために如何に変えるかを追求するアプローチである」。これが問題
なのです。その一方で、「特別な補助や施設設備の個人的選択の可能性にも門戸
を開いている」ということです。

そう考えると、冒頭に申し上げた昔から議論されていたインテグレーション
（統合教育）とインクルージョンはどう違うのでしょうか。以前のインテグレー
ションは、対象を障害のある子どもに限定していました。目的は障害児教育の改
革で、可能な限り分離せず、通常教育の環境において特別な教育をしていきま
す。それに対してインクルージョンは、排除されるような子どもに焦点を当てつ
つ、全ての子どもを対象としています。また、目的は障害児教育の改革ではな
く、学校教育全体の改革で、全ての子どもの多様なニーズに応え、質の高い学習
活動への参加を保障します。

具体的な施策としてはどう違うかというと、以前のインテグレーションは、障

表１　インテグレーションとインクルージョンの対比
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害のある子どもの特別なニーズに対する支援によって、通常教育に措置していく
か、あるいは、ある子どもはずっと通常の学級で教育する、ある子どもは一部の
教科だけを学習する、ある子どもは交流が中心になるというように、通常教育に
ついていける程度によって施策が分かれています。それに対してインクルーシブ
教育は、通常教育そのものの改革をしていきます。つまり、全ての子どもの多様
なニーズを考慮して、カリキュラムや指導法、学級組織などを多様化していくこ
とが中心となるのです。

インクルーシブ教育の系譜ですが、1994年に特別ニーズ教育（special needs 
education）に関する「サラマンカ宣言」がユネスコを中心に出されました。こ
れを契機にインクルーシブ教育という言葉が広がっていったので、障害児教育に
関する施策が一つの起源であることは確かですが、それだけではありません。例
えば社会的排除に対する社会的包摂に関しては、特に欧米では貧困・失業による
疎外・排除への対応策としてソーシャル・インクルージョンの施策があります。
それから、万人のための教育、特に不就学・非識字への対策も国際的になされて
いますし、民族的・文化的多様性に対する施策も一つの背景にあります。

今日は障害のある子どものことを中心に話すので、この話はあまりしません
が、多文化教育の歴史的な系譜を見てみると、障害のある子どもに対する分離
→統合→インクルージョンという流れと非常に共通したものがあります。欧米
の、特にイギリスやアメリカなどのマイノリティの子どもたちへの教育を見てみ
ると、マイノリティの子どもを隔離・分離する施策があったのですが、それに対
する反省から、マイノリティの子どもも一緒に教育していくというインテグレー
ションがなされます。しかし、結果的には、それがマイノリティの子どもにマ
ジョリティの文化への同化を強いることになっていて、またそれに対する反省か
ら、文化的多元主義が採用されるようになりました。この多文化教育の流れを見
ても、当初は民族的マイノリティの子どもだけを対象としていましたが、文化的
多元主義を取ることにより、ジェンダーの問題や障害の問題もテーマとして掲げ
られるようになっていきました。そういう意味で、非常に共通する流れがあった
ということです。

従って、インクルーシブ教育は、教育全体の通底の原理として考えられるので
はないでしょうか。日本では、インクルーシブ教育についてはいろいろな政策が
打ち出されていますが、いまだに特別支援教育の中の一つというような感じで捉
えられています。そもそもインクルーシブ教育とは、学校教育、あるいは生涯学
習も含めて、教育全体に通底する原理ではないかと思います。時間がないのであ
まり詳しくは言いませんが、今の日本では、特別支援教育を進めていけば、その
うちインクルーシブ教育になるかのような政策が取られていますが、その考え方
はだいぶ違うのではないか。やはり通常教育そのものの改革が不可欠であり、そ
れが本質的な問題であると考えられます。

そこで、カリキュラム・教授法の検討やニーズの多様性に対応する授業実践が
なされています。なかなかイメージしづらいのですが、例えば同一単元による学
習目的・内容の共有ということでは、今日は何の勉強をしているかということ
は、常にみんな共有してもらわなければ困ります。しかし、これまでの伝統的な
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教育は、全ての子どもたちが同じ課題を同じスピードで解き、同じ理解に達する
ことが原則になっていました。そうではなくて、何の勉強をしているかは共有す
るけれども、取り組む課題は子どもたちそれぞれに用意されてもいいのではない
かということです。実際にヨーロッパの実践を見ると、本当にいろいろな教材が
用意されていて、子どもたちが自分に合った課題に取り組んでいる光景が見られ
ます。そうすることによって、学力差が少しあっても、あるいは発達段階が少々
違っていても、共同学習の可能な範囲が広がっていくのではないかと思います。
もちろん重度の知的障害のある子どもがいきなり授業に一緒に参加できるかとい
うと、それはなかなか難しいと思うのですが、一定程度の範囲をそれこそインク
ルードすることは可能になってくると思います。

では、通常教育の改革はどうやって進めるのでしょうか。学習困難や障害とい
うことだけでなく、多文化教育と言いましたが、エスニシティやジェンダーと
いった問題があります。それから、最近非常に深刻になっているのは子どもの貧
困・格差の問題です。3～4年前に、7人に1人の子どもが貧困状態であることが
政府から初めて公表されましたが、最近では6人に1人になってきており、この
ことが多くの子どもの学習への参加を阻害する要因になっています。そうしたこ
ともきちんと視野に入れる方向で、改革を進めていかなければいけません。

ニーズの多様性に対応する学習環境をどのようにつくっていくかということ
で、2009年のユネスコの指針で「インクルージョン・レンズ」という考え方が
出されています。特に多様性に対する用意として、柔軟な指導法・学習方法、異
なったニーズと学習スタイルへの対応、教員養成改革などが言われています。教
員養成改革がいきなりここに入っていて違和感があるかもしれませんが、要する
に、一般小中高等学校の先生はインクルーシブ教育のことをきちんと踏まえてお
かなければいけないということです。残念ながら、今は特別支援教育の専門の人
たちだけがインクルーシブ教育を勉強しているのですが、それではそもそもス

インクルージョン・レンズ（ユネスコ 2009 年指針）

2009

• 

ICT
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タートからして間違っていることになります。こうしたことにより、ニーズの多
様性への対応を進めていくということが言われています。

もう少し具体的に言うと、恐らく今は、実際には全国平均で1クラス30人ぐら
いの規模だと思うのですが、その中に必ず1～2人は発達障害の子どもがいて、
最近は外国人の子どもも多くなってきています。それから、障害とは言わなくて
も、いろいろな心の悩みを抱えている子どももいます。そのような子どもたちが
いると、担任の先生が一人で対応するのは無理な話です。今の学校の先生はみん
な忙しくて大変な状況で、先生にも心を病んでいる方はたくさんいます。従っ
て、担任一人ではなく、学年の、そして全校の教職員が課題を共有し、解決策を
共同で講じる体制がつくられていく必要性があります。そうした中で、担任の先
生は、居心地が良く、みんなが認められ、活躍できる学級づくりに取り組むこと
ができると思います。

それから、特に通常の学級と特別支援学級・通級指導との連携、あるいは養護
教諭との連携が核になってきます。通級指導とは、通常の学級に在籍しているけ
れども、週に何時間か、必要に応じて特別な指導を受けることで、アメリカなど
ではリソースルームと言われています。

また、最近、特別支援教育支援員が学校に配置されるようになってきています
が、残念ながら、特定の手の掛かる子どもの世話のような感じで配置されること
が多いのです。実はこうしたサポート・スタッフの役割は重要で、ヨーロッパな
どでは特定の子どもに対するサポートというよりも、クラス全体のサポートを担
任の先生としていくものと捉えられています。日本においても、そのような位置
付けの仕方が重要になってくるのではないかと思います。

そして、決して一人の先生が抱え込まない、あるいは抱え込ませない校内体制
が必要であると同時に、専門家によるサポートは大いに活用すべきです。ただ
し、この子どもの問題は専門外だから専門家にお任せという形にしてはいけませ
ん。そういった学級経営の力量が求められていると思いますし、こうした取り組
みは全国に徐々に広がっていくのではないかと思います。

それから、学習指導の在り方についても、子ども同士の学び合いを大切にする
ことがやはり重要になってくると思います。先ほどもお話しした同一単元・教材
での課題の多様化・個別化は、実際に障害児教育ではずっと行われてきたことで
もあるのですが、例えば一般の通常教育でも、総合学習などではこのような取り
組みが非常にしやすいのではないかと思います。

このようにインクルーシブ教育の理念や考え方は国際的にも広がり、一つの大
きな流れにはなっていますが、これは、ある意味では教育における正義（公正、
平等、権利、協同）を尊重する流れと言ってもいいのではないかと思います。し
かし、それとは別に、実はもう一つの流れがあります。いわゆる新自由主義・市
場原理を背景とした競争的学力向上政策です。世界の多くの国は、とにかく子ど
も同士を競争させて教育現場を活発化し、学力を上げていくことを非常に強力に
進めようとしているところがあります。特にPISAと言われる学力調査では国際
的な学力競争のようなものが行われるようになってきており、そういう中で、教
育における新たな格差や差別、排除を生み出さないかということが非常に懸念さ
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れています。イギリスでも、インクルーシブ教育が国の政策として進められてき
ましたが、その一方で、競争的な学力向上政策も同時になされてきました。その
中で、特別なニーズを持つ子どもが排除されるような傾向も新たに現れているそ
うです。

それから、どこの国でも慢性的な財政難によるリソースが不足しており、その
ために、インクルーシブ教育を進めようと思ってもいろいろな困難にぶつかって
しまうという現状があります。そういった面で、教育財政面での社会正義をどう
確立するかということが、今、問われていると思います。確かに財政難ではある
けれども、そうした中で未来を担う子どもたちの教育のためにどのような財政支
出をしていくことが、いわゆる正義の原則にかなうのかということを、しっかり
と確立していく必要があると思います。

３．自立と社会参加の在り方を問い直す
インクルーシブ教育を考えるときには、単に障害のある子どもと障害のない子

どもを分けずに一緒に教育するというところばかりに目が行きがちですが、実は
これは教育の先に何を目指すのか、自立と社会参加の在り方を問い直す契機に
なってくると思います。自立や参加は障害者権利条約の重要な原則で、自立と社
会参加は特別支援教育でも強調されています。職業教育やキャリア教育について
もいろいろ言われています。しかし、本当に自立と参加は保障されているので
しょうか。また障害のある子の話に戻ってしまいますが、特別支援学校卒業生
のうち、一般就労する子どもは４分の1しかいません。しかも、一般就労できて
も、その多くは非正規雇用です。そういう中で、自立といっても、障害のある人
に経済的自立を求めていくことは本当に難しいところがあります。

ですから、自立とは何かということを、もう一回考え直さなければいけませ
ん。障害のある人に限らず、自立と社会参加は全ての青少年の重要な課題です。
それから、障害者権利条約の言葉で言うと「人間的自立」「社会への完全かつ効
果的な参加」ということでは、ホームレスやネットカフェ難民と言われる人たち
は、住むところや泊まるところがなくてネットカフェで夜を過ごします。新聞に
よると、最近ではネットカフェも多いので、マクドナルドで一晩過ごすマック難
民も増えているようです。このように社会から排除される方の多くは、実はかつ
て不安定な就労だけで社会とつながっていた方なのです。例えば非正規雇用など
で、職を追われると、一気に排除される存在になってしまいます。

そうなってくると、やはり就労だけでなく、文化活動やスポーツを通じて仲間
とつながっていくことで社会参加をすることが非常に大切だと思います。また、
このような形で社会とつながっている人であれば、職を一時期失っても、ホーム
レスや難民になることは防げるのではないかと思います。やはりそうした形での
社会参加のための力を育むことが、学校や地域の役割になってくるのだと思います。

それから、障害者権利条約でもよく使われている「発達」という言葉は、単に
個人レベルで諸能力の発達という意味で捉えるのではなく、もっと広い意味で捉
えていく必要があると思います。ユネスコの「発展（ディベロプメント）への権
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利宣言」というものがあるのですが、この権利は、言ってみれば持続的な社会の
発展に参加・貢献し、その成果を享受する権利として捉えられています。また、
人間開発（ヒューマン・ディベロプメント）という言葉があります。人間開発と
いう僕にとっては非常に嫌な訳語が当てられており、人間を開発するとはどうい
うことなのだろうと思うのですが、この概念もやはり重要だと思います。国連で
は、人間が価値ある生き方を選択できるようになることがヒューマン・ディベロ
プメントの重要な目的だと言われています。つまり、単に諸能力を伸ばしていく
というだけでなく、社会の発展に参加し、貢献して、そしてその成果を享受して
いくことが発達であると捉えられているのです。個人のレベルでの発達と、社会
のレベルでの発達の両面が必要ではないかと思います。

実は、こうした国連の政策の理論的基盤になっているのが、アマルティア・セ
ンやマーサ・ヌスバウムらによって展開されている「ケイパビリティ・アプロー
チ」という考え方です。残念ながら時間がありませんので、これについては機会
があればお話ししたいと思いますが、こうした考え方についてもきちんと理解し
ていく必要があると思います。

４．まとめにかえて
インクルーシブ教育は、平和教育、人権教育、環境教育などと同様に、教育全

体に通底する原理の一つです。それに対して特別支援教育は、多様性に解消でき
ない障害固有のニーズに焦点を当てながら、全人格的発達を平等に保障していく
教育であると考えられます。誰一人排除せず、全ての子どもの多様性を尊重し、
学習参加と全人的発達を保障することを、私たち教育関係者は目指していきたい
と考えています。

最後に本の紹介をしようと思っていたのですが、その本を忘れてきてしまった
ので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました（拍手）。
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障害のある 
子どもへの支援
上原芳枝
特定非営利活動法人リソースセンターone 代表理事

先ほど荒川先生は学校教育全体の改革ということでお話してくださいました
が、私はもう少し狭い部分をお話しします。学校には本当にたくさんの多様な
ニーズのお子さんがいて、その中でも特別支援教育と言われていますが、その点
についてお話をさせていただきたいと思います。

ご紹介いただいたように、私は民間の特別支援発達支援機関を運営していま
す。しかし、その事務所に行くことはほとんどなく、あちらこちらで今日のよう
にお話をさせていただき、園や学校など生き馬の目を抜くような現場に伺って、
実際にお子さんをどのような形で伸ばしていくのかということを先生方とお話し
しています。「生き馬の目を抜くような」と申し上げたのは、先生方は子どもた
ちが本当にとんでもない状態で困っておられるからです。なかなかうまく集団に
適応できない子どもがかなりたくさんいて困られているようで、いろいろなとこ
ろからお呼びいただいています。今月は五島列島に伺いましたが、本当にいろい
ろなところで周りの方は困っておられます。

１．通常学級における要支援児
私が携わっているこの狭い領域において、通常学級にいる要支援の子どもには

どんな子どもが多いのかというところからお話をスタートしたいと思います。通
常学級の要支援対象は、もちろん知的障害の子どももいますが、大概のケースは
知的に遅れはないけれども発達がアンバランスである子どもです。例えば勉強は
ものすごく出来たり、偉そうなことはいくらでも言えるけれども、自分の思いど
おりにならないと大暴れしたり、暴言を吐く子どもです。アンバランスというの
は、ある点は他の子どもより非常に優れているけれどもある点では大変難しいと
ころがあるという意味で、その差が大きい子もいれば微妙な差の子もいて、ま
さに多様です。ほとんどの場合医学的な診断はありません。最近は、例えばLD

（学習障害）やADHD（注意欠如・多動性障害）、アスペルガー症候群、自閉症

報告 1
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スペクトラムなどの診断名がよく聞かれますが、症状が微妙ですから殆ど病院等
には行きません。ただ微妙な子の中で、学校で暴れたり、脱走したりなど、トッ
プクラスで目立つ子どもたちのケースがあります。学校の20～30人の中でトラ
ブルを頻繁に起こしたり、暴言を吐いたり、暴れたり、怪我をさせたり、授業を
乱したり、ずっとしゃべり続けたり、ちゃちゃを入れたり、授業中にうろうろし
たり、机を叩いて変な音を出したり、教室にいられなかったり、集団から離れて
いったり、一斉の指示が受け入れられなかったりする子どもたちは、優先的に特
別支援枠に入ります。残念ながら、学力がいまひとつ足りないという子への支援
の優先順位は、これからいろいろな展開がなされていきますが、今のところは後
回しになっています。

先ほど診断名を幾つか挙げましたが、「発達障害」というくくりもあります。
お話ししたように診断を受けていないのでどの程度の障害があるのかどうかはわ
かりませんが、現場ではこの子たちが自分の力をうまく発揮できるようにするた
めにはどういうプランが必要なのかということが大事で、それを先生方と一緒に
考えています。

２．幼児から4年生までの軟着陸プラン
通常学級に来ている要支援のお子さんの場合、あるところは標準またはそれ以

上だけれども、あるところは分かりやすく言うと2～4年ぐらい遅れています。
自分の思ったことと違う状況になってしまったときに、「まあ、そういうことも
あるな。嫌だけれどしょうがないな」と思えるような力がありません。これは思
考の柔軟性や情報処理の問題に関係するのですが、この力が感覚的に2～4年ぐ
らい遅れて育っています。しかし見ていると、よく言われていることですが上
手に対処すると小学校4年生ぐらいまでにあまり目立たなくなります。少しは症
状が残るけれども、あまり目立たないというぐらいに育てることが出来ており、
今、私が園や学校にお伺いしている中でのポイントになっています。つまり、3
年生から4年生ぐらいまでに、力のアンバランスがあっても軟着陸をさせて、そ
う目立たないようにする仕事をしております。

枠組みで言うと、小学校1～2年生までは、どのように伸ばしたらいいかをそ
の子用に考える。そうしていくと、特別支援枠の中で考えていた子どもたちが、
だんだんその枠から外れていくのですが、今日は私が行っている園や学校につい
てご報告させていただければと思います。

３．不適切な言動の要因
今お話したように、思いどおりにならないと暴れてしまう子は大概パニックに

陥っています。自分の方向性に横やりが入るとその処理ができなくて大混乱して
しまうことがあります。これは思考の柔軟性や情報処理の問題が要因で発達のア
ンバランスによるものです。ですから、この部分が弱くて、そこはこれから発達
するのだということをまず見つけて、それに合わせた対応をしていくことが大事
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です。今、私が行っている学校ではそのようなプランを立てています。
ここが押さえられていないと、とんちんかんな対応をしてしまいます。例えば

環境刺激の処理に困難がある人は、場所が広かったり、人が多かったり、やるこ
とが次々あったりするとその情報の処理がうまくいきません。家ではそんなに問
題を起こさないのに、集団の中に入るととんでもないことをしてしまう人がいま
す。特に小さいうちはその環境刺激の処理困難が大きいので、その理由を知って
環境刺激を下げることが妥当な支援になります。例えば、体育館に行くとぐるぐ
る回っておかしなことになってしまったり、わっと走り回ったり、変な声を出し
たりする子は、「これから体育館に行くよ。学芸会をやるよ。座って静かに聞い
ているのだよ」と言われて分かっていても、その中に入って環境刺激の処理がう
まくできなければやってしまうのです。おなかが痛くて病院に行って、何の診察
も検査もしないで「明日手術ですよ」と言われるのと同じで、何が原因なのかが
分からなければ、その子を伸ばす支援を導き出すことはできません。ここが弱い
から、このように支援して行こうという視点で先生方とプランを組んでいます。

４．発達の段階に応じたアプローチ
今までは、叱る・褒める・慣れさせるということが現場で行われてきました

が、彼らはそれには乗りません。無理なのです。特に慣れさせるとか、繰り返し
ということは、今はこの力しかないのにハードルが上に設定されてしまっては、
繰り返し飛びついても遠くて無理なのです。先生方といつも話すのは、繰り返し
やってクリアできないのはその方法は合わない、本人には要らないということの
印だということです。叱る・褒める・慣れさせるということではなく、どこが弱
いのか、まだゆっくり発達している部分なのかという視点が必要です。

それから、先ほど3～4年生までと言いましたが、小さいうちは分かっている
けれども止められないのです。もちろん当たり前のことが分かっていない子もい
ます。例えば「いただきます。先生、食べていい?」と毎日聞く子がいます。「い
ただきます」がこれから全員で食べる合図だということが毎日やっていても想像
できないのです。そういう分からないからできないということもあるのですが、
小さいうちは大概、ある程度分かっていても、非常にテンションが上がってしま
い楽しくなり過ぎて自分では止められなかったり、先ほどお話ししたように、自
分の方向性に横やりが入りパニックになって大暴れしてしまったりします。

自分でコントロールすることがまだ年齢的に無理ではないか、難しいのではな
いかと思われるときには、言って聞かせるのではなく、そのことを起こさせない
ようにします。例えば自分が席に座ろうとしているときに誰かがそこに座った
ら、「てめえ、何やってるんだ」ということになるのですが、自由に選べるよう
にしておくから自分の方向性に横やりが入るとそうなるわけです。ですから、年
齢が低い間は、席はあらかじめ決めてしまって事を起こさせないようにします。
そのようにして、平穏な生活をある程度送っていると脳は発達していきますか
ら、だんだん大丈夫になっていきます。部分的に遅れている人は、小さいうちは
この視点がとても重要です。言って聞かせたり、繰り返しやらせたりして何とか
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しようとするのは逆効果です。
今日は4年生ぐらいの軟着陸についてお話ししていますが、要は事を起こさせ

ないのではなく、事を起こさせる前提をつくらないということです。事を起こさ
せないと考えると、真剣白刃取りのようになって人が何人いても足りません。そ
うではなく、こういうときには絶対に起こるから、そのような設定をしないよう
にしようということで、先生方は計画を立てて取り組んでいます。

５．幼・小一貫の支援体制の実際
私はある自治体のある園・学校に行っています。このa園の子どもたちの大半

はA小学校に入学します。園に行きはじめてから今年で6年目、学校は5年目で
す。この自治体は特別支援に理解があるわけではないのですが、予算がかなり組
まれています。園には年間約50時間、小学校には年間140時間お伺いするので
すが、園でかなりきっちりと育てると学校の特別支援児は減ります。ですから、
学校が園に時間を提供し、実際には園には90時間、小学校には100時間という
ような形で回っています。

この自治体のa園とA小学校ではどのような展開をしているかというと、皆さ
んのお手元には配布資料がなくこのパワーポイントだけになりますが、まず前
期・後期に分けて特別支援の対象になっているお子さんの指導計画を立てます。 
そして各学期に支援検討会を開催し、全先生方とできる限りその方向性を共有し
ていきます。2月には幼少引き継ぎ会議をしています。これは、自治体からこの
園とこの学校でやれと言われているわけではなく、この園と学校が独自に連携を
取って行っています。

アセスメント（特性把握）表では、彼らの悪事、悪行を具体的に挙げていただ
いて、その要因は何かを確認し、その要因に対して事前予告ではなく、例えば体
育館のどこにいさせるか、あるいはどちらを向かせるかというように環境刺激の
下げ方を考えます。その子の発達の特性、つまり、どこの部分がゆっくり発達し
ているのかを確認して指導計画を立てるということです。前期に一人につき最低
2回は話し合いをして指導計画をかなり具体的に立てます。ここでは、こんな場
面で、誰がどのように対応するか、そのせりふまで計画します。先ほど支援員の
方のお話がありましたが、マン・ツー・マンでつくことは極めてクオリティの低
い対応なので、きちんとつかなくてもどのように作戦を立てれば自分でそれなり
に自分の力を発揮できるのかといったことを、具体的な場面と、場合によっては
せりふも入れて指導計画を立てます。

そして、支援検討会で先生方とその方向性を共有するわけですが、園は先生方
も少ないので園内のシステムはそれほどきっちりしていなくても何とか回りま
す。一方、学校は大きいのでシステムが大変重要になります。A小学校には特別
支援推進チームがあって、発達支援アドバイザーやスクールカウンセラーなどが
特別支援に関する企画を出します。その結果を校長先生など管理職に上げて、こ
れでいくということを決めるというシステムです。例えば支援児をリストアップ
するには、いつごろ先生方にどのようにお願いして、どのような展開でリスト
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アップしていくかを検討します。また、支援員のスキルアップに関しては、実は
園の支援員が極めて優秀なので、学校の支援員が園の支援員の動きを見学に行き
ます。そこで重要なのがスクールカウンセラーです。私は発達支援アドバイザー
ですが、特別支援推進チームにはスクールカウンセラーも入っていて、このカウ
ンセラーの方が学校の支援員に園の支援員の動きを全て解説してくれるのです。
また教育相談との連携という意味では、スクールカウンセラーが扱う問題は貧困
などいろいろなことと被っているので、連携を取るために企画に携わっていま
す。校長先生が非常に熱心で、校長が代わってもこの体制が続くようにというこ
とで、今、頑張って大変素晴らしいシステムをつくっています。

a園から多くの人数がA小学校に上がるのですが、先生も本人も周りの子も無
理なく、本人に合ったハードル・環境設定で伸ばしていくという取り組みの結
果、この園の子たちは、ほとんどが4年生までに特別支援から外れます。最初、
園でとんでもないと思った子はたくさんいますがそれが外れていきます。ですか
ら、学校で当たり前に育てるということを、こうしたシステムを活用して特別支
援とわざわざ言わず普通のこととして展開しています。

ここで一番大きな問題になるのが、今までの教育から多様なニーズに対応する
教育への先生方の意識改革です。ただ、指導計画を立てると、結果として処方箋
から具体的に意識改革をされているので、大上段に意識改革をしてくださいと言
わなくても浸透することになります。多様なニーズに対応した教育は今はまだ試
行中ですが、さらに良い形になるのではないかと思っています。ありがとうござ
いました（拍手）。

■ 指定討論
ヴィラーグ・ヴィクトル

（日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士後期課程）

日本社会事業大学のヴィラーグ・ヴィクトルです。上原先生のご報告に対する
指定討論を担当させていただきます。

主に質問をしようと思うのですが、まずは本当に貴重なご報告をどうもありが
とうございました。先生はご紹介にもありましたように、東京中、関東地方中
を歩き回っておられるということです。リソースセンター oneのホームページの

「対外活動・上原が行く！」という項目をご覧になるとお分かりのように、本当
に毎月何十カ所といったところへスーパーバイザーやアドバイザーとして、歩き
回っているというよりも走り回っておられるというのが僕の印象です。

そういった非常に豊富な実践経験を基に、a園とA小学校というモデル事例と
言っていいと思いますが、グッドプラクティスをご紹介いただきました。これに
ついて、最初に細かい確認をさせていただきます。これは非常に優秀な事例で、
就学前の対応と小学校に入ってからの対応を一貫させるということですが、この
ような取り組みは、今、全国的にどこまで普及しているのか、これから普及の可
能性はあるのかということを教えていただければと思います。

ヴィラーグ
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実は全国的な動きは把握していません。勝手にやっています。ですから、やれ
ることはやる、いいことはやるだけなのです。同じような形で取り組んでいる方
はいらっしゃると思うのですが、たまたまa園とA小学校は同じ地域で、この自
治体では同じ地域で発達支援アドバイザーが園と学校の両方を担当するという形
になっています。それは連携を意図しているのかどうかはよく分からないのです
が、そのような形でした。ただ、それは何か戦略があってやっているようには思
えません。他の自治体でも同じような形で、園と学校を両方担当している発達支
援アドバイザーはいらっしゃると思いますが、幼小引き継ぎ会議などを実施して
いるところはあまり聞かないので、地域差や学校差が結構大きいと思います。ど
こかが良いからまねをしてやっているわけではないので、他のところのことはよ
く分からないというのが現状です。

どうもありがとうございます。確かにこうした問題の背景として一つあるとす
れば、いわゆる日本的な縦割り行政というものでしょうか。そもそも学校教育は
文科省管轄で、就学前の児童福祉は厚生労働省管轄なので、そこがつながらない
と、恐らく全国的なレベルでの方策は生まれないのではないかと私は思っていま
す。

もう一つ、今日のテーマのインクルーシブ教育ということで、荒川先生の基調
講演の中で印象的な言葉がありました。これはまさしくインクルーシブ教育の一
つの基本理念ではないかと思うのですが、子どもの多様性について、この場合は
発達のアンバランスという特徴を、問題としてではなく、学校教育における学習
を豊かにする機会として捉えるということです。このような基本理念はとても重
要だと思うのですが、そのような視点でご回答いただければと思います。

ご発表の中で、例えば発達のアンバランスについて、要因があってできないこ
とや、不適応の要因は何かという点があったと思いますが、それとは逆に発達が

上原

ヴィラーグ
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アンバランスな子どもにできることや強みなどがあれば、それも教えていただき
たいと思います。それを踏まえて、発達のアンバランスの子どもに対して支援体
制を組むと、それによって学校全体というよりもクラス全体にどのような良い影
響があるのか、雰囲気はどのように変わるのか、学校教育はどのように豊かにな
るのかということをお伺いしたいです。今、自閉症スペクトラムをはじめとする
発達障害の子どもや発達のアンバランスな子どもと対照的に、定型発達児童とい
うような言い方をされると思うのですが、このようないわゆる普通の子どもたち
やアンバランスではない子どもたちがその中で得るものは何でしょうか。アンバ
ランスな子どもたちが、アンバランスではない子どもたちにとって受け入れられ
やすくなるような体制を組むことについて、できれば実践経験を基にご回答いた
だければと思います。

分かりました。まず1項目ですが、既にご存知のように、例えば自閉症スペク
トラムのお子さんの場合、コンピューターに非常に強かったり、造形的なことに
非常に強かったり、パターン的な処理能力については他のお子さんよりもずば抜
けて高かったりします。そうした特性は、弱いところを伸ばす上でも、強いとこ
ろをもっと伸ばす上でもうまく使えるというのがまず1点です。

2点目は結構深い問題ですが、ここが学校教育において非常に重要なポイント
になると思います。この園を卒園して学校に入った子どもたちは、その点が非常
によく育っています。これについては、もし時間があれば後半でお話ができるか
と思います。

1点目に戻りますが、ADHD的な子には素晴らしいひらめきがあることがあり
ます。ちなみに、私も素晴らしいひらめきがあるわけではないのですが、転導、
多動などADHD的な部分、少しそういうところがあります。ADHD的なところ
がある子は、新しいものを作っていくことが大好きです。例えばいろいろな団体
を興して新しいシステムをつくるようなことでは、自身はコツコツしたことがで
きないので、事務のことは別の人が補佐してくれないといけないようなところも
あるのですが、切り開く力はすごかったりします。個々微妙に違いますが、おお
むねそのような脳の特性があります。ですから、集団的な授業の中でそういうと
ころを大いに生かせることはたくさんありますし、周りのお子さんにアピールで
きる場面もたくさんあると思います。

それでは、2点目は時間があれば後半にお答えするということで、ありがとう
ございました。

上原
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	 中村ノーマン

学校教育からはみ出た外
国につながりを持つ子ど
もたちに寄り添って
中村ノーマン
多文化活動連絡協議会代表

はじめに

今日のフォーラムのテーマがインクルーシブ教育ということで、いろいろなこ
とを考えました。一番考えたのは、法律的にあるいは制度的に外国人を社会と統
合・包容する対策がないことです。外国人を受け入れて行くための総合的な法
律、移民政策法とか多文化共生法とかが存在しないということです。外国人は法
務省が人数を把握し、違法なところで働かないように管理するというのが日本の
外国人に対する考え方なので、教育という観点において国がどのようにしようと
しているのかは、私から見たところ明確ではありません。

ただ、文部科学省は2006年頃からいろいろな取り組みを行ってきています。
この4月からは「特別の教育課程」を設定し、基準はないのですが日本語で学習
できない子どもに予算を付けて対処することが打ち出されています。中身として
は、基本的にそれぞれの学校が今までやってきたことを続けるのは自由ですが、
最低限やらなければならないことを規定することになりました。法律や制度、施
策は大変重要な関係にあります。制度があればより良い方向に行きますし、制度
でなくてもいろいろな施策が打ち出せるのであれば、どのような施策がいいのか
をこれから考えていかなければいけないと思いました。

もう一つ、外国人教育に関して、外国につながりを持つ子どもが高校に行くこ
とが夢のような状態になっていることです。中学校から日本生まれの子どもと同
じように競争して、そして高校に入らなければならないということに対していろ
いろな取り組みをしています。

先日、全国の高校進学のガイダンス交流会がありました。今、東京と神奈川の
高校は、定員以内であれば誰でも合格させるという制度があります。これは伝聞
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